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B5判／248頁　定価：本体3,500円＋税

収録内容〔抜粋〕

本書の特長

◆平成26年中に裁判所で受理した事件より参考になると思われ
る和解例約120件を選定し、争点別に整理しています！
◆各和解例では、①事故概要（事故態様、被害者属性、被害態様
等）・②和解内容（原告主張、被告主張、裁判所和解案、和解額
等）・③和解例へのコメントを収録。
◆和解時における損害賠償実務の傾向が簡単に把握できます！

和解例集
弁護士法人サリュ　交通事故和解研究班　編著

裁判上の和解における損害賠償実務とその傾向

故事 裁判通交

交通事故裁判における和解例を
整理・分析した唯一の書籍！
弁護士が判断に迷う争点別に和解例を整理
和解時における損害賠償実務の傾向が把握できる
交通事故裁判のうち、判決までいくものは全体の3割程度にすぎない・・・逆を言えば、7 割程度が和解で
終了しているのであり、むしろ交通事故裁判における裁判所の考え方は和解にこそ反映されている部分があ
るのではないか・・・（「まえがき」より）

弁護士法人サリュ　交通事故和解研究班　編著

和解例集
故裁判通

和解例集
裁判上の和解における損害賠償実務とその傾向

故裁判事通交

交通事故裁判における和解例を
　　　  整理・分析した唯一の書籍!

1  治療費 ― 接骨院・整骨院／通院期間
2  休業損害・逸失利益 ― 家事従事者／個人事業主／役員／醜状変形／減収なし
　 　　　　　　　　　　  むち打ち以外の14級・12級／生活費控除／休業期間／喪失期間
3  慰謝料 ― 慰謝料増額／死亡慰謝料
4  異なる等級 ― 等級が下がったケース／認められなかったケース
5  過失相殺・素因減額 ― 過失相殺／素因減額
6  物損
7  その他
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事 故 概 要

■ 事故日：平成22年 11月 12日
■ 事故態様：自動車 対 歩行者
■ 職業等：タクシー運転手
■ 年収：原告主張は454万 1,320円　１年前に転職。日当12,055円
■ 症状固定日：平成25年 6月 4日（47歳）
■ 被害態様：
　 ● 傷病名：左大腿骨顆部骨折・左腓骨骨頭骨折・左大腿内転筋断裂
　 ● 通院状況：入院日数　129日
　 　　　　　　通院日数　716日（実 72日）
　 ● 後遺障害等級：12級 13号（後診上可動域制限あり）
　 ● 既住症：なし
■ その他：平成25年は 381万円・事故直前は閑散期。

47左大腿骨顆部骨折、左腓骨骨頭骨折、左大腿内転筋断裂で12級 13号（可動域
制限もあり）の被害者に逸失利益10年14%、その後10年7%を認めた事例

原告主張 被告主張 裁判所
治療関係費 既払い 既払い
入院雑費 181,530円 △ 181,530円
通院交通費・宿泊費等 225,540円 23.8.30 以降は× 225,540円

休業損害 6,317,344 円
+237,011円 △ 6,377,095 円 ※ 1

傷害慰謝料 2,970,000 円 2,700,000 円
着衣 30,000円 3,000 円 ※ 2
旅行キャンセル 82,030円 82,030 円 ※ 2
後遺障害逸失利益 7,929,277 円 4,756,648 円 ※ 3
後遺障害慰謝料 2,900,000 円 ○
逸失利益② 1,460,098 円 ※ 3
総損害額 20,866,732円 18,685,941円
損益相殺 ▲6,817,344 円 ○
うち自賠
弁護士費用 1,404,938 円
調整金 1,331,403 円
請求額（認容額） 15,454,326円 13,200,000円

和 解 内 容

■ 人身

2-6　むち打ち以外の14級・12級
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神経症状の 12 級 13 号認定事案である。いわゆるむち打ちではない神経症状の 12 級の場合で
も、労働能力喪失期間が 10 年とされる例もままあるが、本事例は、14% を 10 年、その後

7%を 10 年とする、提示がされた。原告の運転手という職業と原告の膝の症状（可動域制限もある）を
実質的に考え、10 年で馴化あるいは治癒はしない、との判断がされたと思われる。

備　考

※ 1・3 原告は本件事故により、左大腿骨顆部骨折・左腓骨骨頭骨折・左
大腿内転筋断裂の傷害を負い、12級 13号の後遺障害が残存した。休損
について、休業の必要性、相当性について争いがあるが、上記の受傷内容・
後遺障害の内容・診療経過・症状の推移によると、就労制限の程度は症
状の改善に伴って減少する関係にあるものの、従前の就労実績について
の立証状況を考慮し、和解においては、事故前 3か月間に支給された給
与を前提としつつも、復職までの529日間の全日分を計上することとし、
日額12,055 円× 529日=6,377,095 円とする。
逸失利益の基礎収入については、上記金額を年額に換算した4,400,075
円（12,055 円× 365日）とする。局部の神経症状ではあるが、その原
因が左大腿内転筋断裂にあることを考慮し、10年間 14%とすることに
加え、その後 10年間についても 7%（将来不測の不確実性を考慮して
14%の半分とする）の喪失率を前提に算定する。なお、骨癒合の状態を
踏まえると、局部の神経症状で 10年を超える喪失期間を算定すること
に異論もあり得るが、翻って考えると、タクシー運転手をしていた原告
にとって上記内容の傷害で症状固定後10年が 14%にとどまるかどうか
についても検討の余地があり、複数の算定方法を試算した結果、総額と
して上記額が妥当と判断した。
※2 着衣は裏付け証拠はないが、和解限りで計上する。旅行キャンセル代は、
裏付け証拠はないが、事故前に予約確定、事故後キャンセルのためにキャ
ンセル代が発生したことの立証可能性を考慮し原告主張額を計上する（裏
付けがなくともこの額は維持する）。

コメント

額
減
因
素
・
殺
相
失
過

5

歩行者の赤信号進入か黄信号進入かが争われた事案で、裁判所は赤信号進入
として被害者の過失を70％とした事例

原告主張 被告主張 裁判所
治療関係費 11,850円 ※ 1 ○
入通院付添費 3,411,000 円 ○ ※ 7
入院雑費 727,500 円 ○
休業損害 4,068,792 円 ※ 2 6,972,360 円
傷害慰謝料 4,498,000 円 4,200,000 円 ※ 8
文書 11,850 円 ○ ※ 9

横断歩道を赤信号で横断した被害者の過失につき、原告は判タ【10】【11】を用いて 30％程
度の過失相殺にとどめるべきと主張したが、裁判所は判タ【５】により 70％の過失相殺をした。

とはいえ、労災と人身傷害保険が併用できたことで損害はほぼてん補されたといえる。損害論としては、
将来介護費用につき、職業介護人として１日１万 5,000 円× 365 日を認め、家族の付添介護料についても
１日 4,000 円を 260 日（週５日）を認めており参考になる。

備　考

【原告】
※1 すべて労災。
※2 加えて労災から2,903,568 円給付済み。
※3 耐用年数 6年、8回（50年）→買換係数かけて3,657,657 円。
※ 4 基礎 29年で 5,200,000 円、賃セの1.25 倍、6,460,000 円の 1.25：
8,070,000 円。
807万円× 1× 16.5469（36年）。
※5 平成 23年 5月 30日生まれの娘に接せられなかった無念。
※ 6 2 万円× 365日× 18.2559 日（50年）＋家族の付添介護料 4,000
円× 260日（週 5日）× 18.2559。
　※ 在宅難しい→施設→病院に見積もり、月 749,000 円うち食事、私物
選択、日常生活用品、テレビ使用、除外で672,525 円→日額 22,110
円→控えめに見て1日 2万円

【裁判所】
※7 和解限り。
※8 元本 2割増し。
※9 和解で○。
※10 15,000 円 / 日× 49年。
※ 11 妻子×２に100万円ずつ、親×２に50万円ずつ。
※12 赤信号横断。

事 故 概 要

5-1　過失相殺

和 解 内 容

コメント

■ 事故日：平成23年 2月 2日
■ 職業等：銀行員
■ 年収：524万 7,348 円
■ 症状固定日：平成24年 5月 31日（31歳）
■ 被害態様：
　 ● 傷病名：高次脳機能障害
　 ● 通院状況：入院日数　実485日
　 ● 後遺障害等級：1級 1号＋ 12級 5号

■ 人身

事故態様

（自動車 対 歩行者）
横断歩道を赤信号で横断した歩行者と直進自動車
の事故。

（赤）

部署名 □公用
□私用

　　　　　 　―　　　　　　　 ―　 　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

部申込部数
●定価3,780円（本体3,500円）　［コード055871］

申　込　書　〈第一法規刊〉

交通事故裁判和解例集―裁判上の和解における損害賠償実務とその傾向―

交通事故和解例集（055871）2016.12 SE

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!

C
第一法規　交通事故和解例集 検　索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞

詳 細・お申し 込 みはコチラ

内容見本 ［事故概要▶和解内容▶和解例へのコメント］の順に掲載しています。
争点別に和解例を整理、分析しています！

DH19990309
長方形
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